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労働政策審議会意見書（平成 16 年 12 月 15 日）（抄） 
 
 
 
１．精神障害者に対する雇用対策の強化 
（２）雇用支援策の充実 

② 新規雇用の促進 

  （略） 

さらに、常用雇用への移行段階として、数人の精神障害者のグル

ープが援助を受けながら職業準備性を高めるグループ就労も有効

であり、期間を限定し、常用雇用への移行等を条件とした上で、支

援を行うことが必要である。 

（略） 

 
 
２．多様な形態による障害者の就業機会の拡大 
（２）雇用形態の多様化と障害者雇用 

①短時間労働 

 障害者の多様な働き方の選択肢として、短時間労働はその意義を

増しつつある。障害特性を踏まえた短時間労働はもとより、障害者

が加齢に伴い、短時間労働へ移行するというケースも考えられる。 

 このため、現在は重度の身体障害者・知的障害者についてのみ特

例として実雇用率に算定している短時間労働について、重度以外の

身体障害者・知的障害者についても雇用率制度の対象とし、法定雇

用率の算定において短時間労働を反映させることが考えられる。 

 この点については、障害者雇用対策における短時間労働の位置付

けや評価についてさらに検討を進め、現行の取扱いから法定雇用率

算入への移行に当たって生じる影響も見極めつつ、今後とも引き続

き検討を行うことが適当である。 
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②派遣労働 

 労働者派遣は、民間の労働力需給調整システムとして大きな進展

をみせており、派遣労働者数、労働者派遣事業所数ともに年々増加

の一途にあって、労働者のライフスタイルに合わせた働き方を可能

にする選択肢の一つとしての評価も定着しつつある。 

 しかしながら、障害者雇用の面からみると、派遣労働者としての

障害者の雇用はほとんど進んでいないとの調査結果があることか

ら、雇用労働者の中で派遣労働者が占める割合が大きくなってきて

いる状況を踏まえつつ、派遣労働と障害者雇用との関係においてど

のような対応をしていくことによって、障害者雇用の促進を図って

いくことができるか、今後検討を行うことが適当である。 

 その際には、まず職場定着に相当の配慮や時間を要することがあ

る障害者にとって、そもそも派遣労働という働き方がどのように評

価されるべきか、検討をすることが適当である。また、派遣先にお

いてその指揮命令の下で就労するという派遣労働の特性が、派遣元

における障害者雇用にどのような影響を及ぼしているか等の実情

についても、把握を行うことが適当である。 


